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職員の給与改定の報告に当たって 

 

                    静岡県人事委員会委員長  小 川 良 昭 

 

本日、人事委員会は、議会及び知事に対して、職員の給与等について報告しました。 

 

職員の給与に関する勧告は、民間給与との均衡を図ることを基本として行ってきて

おります。本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、勧告の基

礎となる民間給与の実態調査を２回に分けて実施することとし、先行して調査を実施

した特別給について、本年10月21日に、引き下げることを内容とする勧告を行ったと

ころです。 

 

 今般、月例給について民間給与の実態を精緻に調査したところ、職員給与が民間給

与を 31 円上回っていることが明らかとなりました。 

公民較差が極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難である

ことから、月例給の改定を行わないこととしました。 

 

あわせて、職員の勤務条件等に関する諸課題として、職員のワーク・ライフ・バラ

ンスの実現や心身の健康の保持・増進などについて報告したところでありますが、特

に長時間労働については、人事委員会規則に規定する上限時間の特例を超える事態が

多数生じていることから、任命権者においては、本委員会が行った指導を踏まえ、過

度な時間外労働の是正に向けた取組の推進に引き続き努めていただきたいと思います。 

  

 議会及び知事におかれましては、労働基本権の代償措置である人事委員会勧告制度

の意義や役割に深い理解を示されるとともに、職員の適正な勤務条件の確保に向けて

一層の配慮を要請します。 

 

県民の皆様におかれましては、人事委員会の勧告の意義と、県行政の各分野におい

て職務を通じて県民生活を支えている多くの職員がいることについて、深い御理解を

いただきたいと思います。 



 



 

 

令和２年11月９日 

 

 

静岡県議会議長 山 田  誠  様 

 静 岡 県 知 事 川 勝 平 太 様 

 

 

 

静岡県人事委員会委員長 小 川 良 昭 

 

 

職 員 の 給 与 等 に 関 す る 報 告 

 

静岡県人事委員会は、地方公務員法第８条及び第26条の規定に基づき、一般職に属

する職員の給与等について以下のとおり報告します。 
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報   告 

 

本委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、「令和２年職

種別民間給与実態調査」において特別給等に関する調査を先行して実施した。その調

査結果に基づき、本年10月21日、本県職員の特別給の支給月数を引き下げることを内

容とする勧告を行った。 

その際、月例給に関しては、本年８月17日から９月30日までの期間で民間企業従業

員の給与の調査を実施するとともに、その調査結果に基づき、４月分の給与について

公民較差を算出し、必要な報告及び勧告を行う旨の報告をしたところである。 

今般、民間企業従業員の給与、生計費その他の職員の給与等を決定する諸条件につ

いて調査を行い、その結果を取りまとめたので、次のとおり報告する。 

 

１ 職員の給与の状況 

本委員会が実施した「令和２年職員給与等実態調査」の結果によると、民間給

与との比較を行っている行政職給料表適用者の平均給与月額は、給料337,683円

（給料の調整額を含む｡）、扶養手当9,104円、地域手当13,642円、管理職手当

8,450円、住居手当6,798円の計375,677円となっている。 

（職員の給与等に関する報告及び勧告（令和２年10月21日）報告 ２ 参照） 

 

２ 民間給与の状況 

(1) 職種別民間給与実態調査 

本委員会は、職員の給与と民間給与との精確な比較を行うため、人事院及び

都道府県、政令指定都市等の人事委員会と共同して、企業規模50人以上で、か

つ、事業所規模50人以上である県内の1,685民間事業所のうちから、層化無作

為抽出法によって抽出した449事業所を対象に「令和２年職種別民間給与実態

調査」を実施し、376事業所から回答を得た。 

調査では、公務の行政職と類似すると認められる民間の事務・技術関係22職

種の約１万６千人及び研究員、教員等32職種の約６百人について、個々の従業

員に実際に支払われた本年４月分の給与月額及び当該従業員の役職段階、学歴、
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年齢等を詳細に調査した。 

月例給に関する調査の完了率は、先行して実施した特別給等に関する調査に

引き続き民間事業所からの格段の理解と協力を得て、85.3％と極めて高いもの

となっており、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を反映したものといえ

る。 

（説明資料の１ページ「１ 民間給与関係資料」参照） 

 

 

調査を完了した事業所の企業規模別・産業別内訳          （単位：事業所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    企業
規模 

 
産 業 

規模計 
3,000 人 
以上 

1,000 人 
以上 

3,000 人 
未満 

500 人 
以上 

1,000 人 
未満 

100 人 
以上 
500 人 
未満 

50 人 
以上 
100 人 
未満 

産業計 
376 70 33 56 156 61 

農業、林業、
漁業、鉱業、
採石業、砂利
採取業、建設
業 

10 2 0 1 3 4 

製造業 
210 35 24 34 86 31 

電気・ガス・
熱供給・水道
業、情報通信
業、運輸業、
郵便業 

61 11 4 5 30 11 

卸売業、小売
業 24 6 1 3 13 1 

金融業、保険
業、不動産
業、物品賃貸
業 

21 5 3 7 6 0 

教育、学習支
援業、医療、
福祉、サービ
ス業 

50 11 1 6 18 14 

教育、学習支援業、医療、 
福祉、サービス業 
50事業所 13.3％ 

農業、林業、漁業、鉱業、 
採石業、砂利採取業、建 
設業 10事業所 2.7％ 

電気・ガス・熱供給・
水道業、情報通信業、
運輸業、郵便業 
61事業所 16.2％ 

卸売業、小売業 
24事業所 6.4％ 

金融業、保険業、
不動産業、物品 
賃貸業 
21事業所 5.6％ 

製造業 
210事業所 
55.8％ 

計 

376事業所 
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(2) 初任給の状況 

企業全体として見た場合に新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学

卒で62.6％（昨年62.2％）、高校卒で49.7％（同55.3％）であり、このうち初

任給を増額した事業所の割合は、大学卒で42.4％（同46.3％）、高校卒で

44.7％（同55.6％）となっている。一方、初任給を据え置いた事業所は、大学

卒で57.6％（同53.7％）、高校卒で55.3％（同43.9％）、初任給を減額した事

業所は、大学卒で0.0％（同0.0％）、高校卒で0.0％（同0.5％）となっている。 

(説明資料の16ページ「１ 民間給与関係資料 第４表」参照） 

 

３ 月例給に関する公民較差 

(1) 公民較差 

本委員会は、公務においては行政職、民間においては行政職と類似すると認

められる事務・技術関係職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、

年齢、学歴を同じくする者同士の本年４月分の諸手当を含む給与額を対比させ、

精確に比較（ラスパイレス方式）を行った。その結果、第１表のとおり、職員

給与が民間給与を31円上回っている。 

また、第２表のとおり、本年の年齢層別の公民較差は、40歳台以降において

公務が民間を上回っている。 

 

第１表 公民給与の較差 

行 政 職 給 料 表 関 係 較差(A)－(B) 

民 間 給 与 (A) 職 員 給 与 (B) 
       (A)－(B)  

×100 
    (B) 

３８０，７５２ 円 ３８０，７８３ 円 
  ▲３１ 円 

（ ▲０．０１ ％） 

（注） 上記の較差を算出するに当たっては、令和２年度に採用された新規学卒者は含まれて

いない。 
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第２表 年齢層別の公民給与の較差及び較差率 

 

年 

 

年齢層 

平成27年４月 平成28年４月 平成29年４月 平成30年４月 平成31年４月 令和２年４月 

較差 較差率 較差 較差率 較差 較差率 較差 較差率 較差 較差率 較差 較差率 

18～19 歳 
円 

7,883 

％ 

4.91 

円 

4,437 

％ 

2.67 

円 

3,408 

％ 

2.09 

円 

8,937 

％ 

5.30 

円 

1,251 

％ 

0.73 

円 

5,927 

％ 

3.55 

20～29 歳 2,762 1.24 5,865 2.57 2,894 1.24 1,923 0.82 1,484 0.63 1,369 0.57 

30～39 歳 3,910 1.20 5,459 1.69 1,262 0.38 760 0.23 434 0.13 344 0.11 

40～49 歳 1,190 0.29 3,784 0.94 1,168 0.29 781 0.19 310 0.08 ▲559 ▲0.14 

50～55 歳 2,368 0.51 1,819 0.39 281 0.06 50 0.01 349 0.08 ▲488 ▲0.11 

56～59 歳 ▲5,131 ▲1.00 ▲2,186 ▲0.43 ▲3,150 ▲0.61 ▲1,016 ▲0.20 ▲1,021 ▲0.20 ▲925 ▲0.19 

 

(2) 諸手当の状況 

職員の扶養手当の支給月額は、配偶者のみの場合及び配偶者と子１人の場合

は、民間の家族手当の支給月額を下回っており、配偶者と子２人の場合は、民

間の家族手当の支給月額を上回っている。 

 

第３表 民間の家族手当及び職員の扶養手当の支給状況 

扶養家族の構成 
支   給   月   額 

民間の家族手当    職員の扶養手当 

配偶者のみ 12,902円  6,500円 

配偶者と子１人 19,027円 17,500円 

配偶者と子２人 24,541円 28,500円 

（注）１ 民間の家族手当においては、配偶者に家族手当を支給し、その支給につき配偶者の

収入による制限がある事業所を対象とした。 

    ２  職員の扶養手当の現行支給月額は、配偶者については6,500円（行政職給料表８級以

上相当の職務の級の者においては3,500円)、子については１人につき11,000円である。

なお、満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる場合は、当該子１人につ

き6,000円が加算される。 
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４ 賃金、物価及び生計費 

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省）によると、本県における本年４月の一般

労働者（パートタイム労働者を除く｡）の所定内給与は昨年４月に比べ2.3％の

増加、所定外給与は昨年４月に比べ16.0％の減少となっている。 

総務省の調査による本年４月の消費者物価指数は、昨年４月に比べ、静岡市で

は変動がなく、浜松市では0.4％の減少、全国では0.1％の上昇となっている

（平成27年を100とした場合）。 

「家計調査」(総務省）における本年４月の勤労者世帯の消費支出は、静岡市

では321,215円、浜松市では423,985円で、ともに昨年４月に比べ増加している。 

本委員会がこの家計調査を基礎に算定した、本年４月における静岡市及び浜松

市の標準生計費は、２人世帯の静岡市158,791円、浜松市202,674円、３人世帯の

静岡市184,778円、浜松市233,213円、４人世帯の静岡市210,760円、浜松市

263,738円となっている。 

さらに、「全国消費実態調査」（総務省）を基礎に算定した同月における１人

世帯の標準生計費は、静岡市108,609円、浜松市149,158円となっており、いず

れも昨年４月に比べ増加している。 

 

説明資料の17ページ「２ 生計費関係資料」参照 

職員の給与等に関する報告及び勧告（令和２年10月21日）説明資料  

「３ 労働経済関係資料」参照 
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む す び 

 

Ⅰ 給与改定について 

本年４月時点で職員と民間企業従業員の給与を比較した結果、前述の報告で示

したとおり、月例給については職員給与が民間給与を31円（0.01％）上回ってい

ることが判明した。 

本委員会としては、公民較差が極めて小さく、給料表及び諸手当の適切な改定

を行うことが困難であることから、月例給の改定を行わないこととした。 
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Ⅱ 職員の勤務条件等に関する諸課題について 

 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児・介護との両立など働く人の

ニーズの多様化といった課題の解決のため、長時間労働の是正を始めとする働き

方改革が社会全体で進められている中、本県職員のワーク・ライフ・バランスを

実現していくことは、優秀な人材を確保し、質の高い行政を安定的・継続的に展

開していく上で極めて重要な課題である。 

コロナ禍のもと今後加速される行政のデジタル化においては、テレワーク等の

推進による職員の多様な働き方の実現にも積極的な取組が求められる。 

(1)  過度な時間外労働の是正 

長時間労働は、職員の健康の維持や、仕事と家庭生活との両立に悪影響を及

ぼすとともに、仕事に対するモチベーションの低下を招くおそれがあることか

ら、本委員会は、近年、時間外勤務の縮減を強く求めてきた。しかしながら、

職員１人当たりの時間外勤務時間数は、令和元年度も増加している。 

昨年４月、本委員会は、労働基準法第36条の適用がない職員に対し、月45時

間、年間360時間を時間外勤務の限度時間とする規則を定めた。 

加えて、公務の運営上、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務を命ずる必要

がある場合として災害や感染症への対応等に限定した上で、その場合でも月100

時間、年間720時間等の上限時間の特例を定めた。 

その上で、任命権者に対し、やむを得ず上限時間の特例を超えて時間外勤務

を命じた職員について、時間外勤務の状況等を本委員会に報告することを義務

付けた。 

本年７月末に、各任命権者から令和元年度における上限時間の特例を超えて

時間外勤務を命じた職員273人について報告がなされたが、規則に違反する事態

が多数生じていることは、誠に遺憾である。 

また、この報告内容を本委員会で分析したところ、報告のあった職員のうち

半数以上は、管理職が適切な監督・指導を行うことなどにより、時間外勤務を

上限時間の特例の範囲内に収めることが可能であると判明した。 
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このため、本委員会は、各任命権者に対し、更に踏み込んだ実効性の高い取

組に早期に着手するよう指導を行った。具体的には、管理職が職員の時間外勤

務に関し適切なマネジメントを行うこと、所属内の業務分担の見直しを徹底す

ること、職員自身がタイムマネジメントを意識すること、そして、これらの措

置によっても上限時間の特例を超える職員を削減できない場合には、適正な人

員配置や柔軟な配置転換等により時間外勤務の縮減を図ることを指導した。 

各任命権者には、この指導を踏まえ、過度な時間外労働の是正に向けた取組

を推進することを強く要請する。 

本委員会は、任命権者の改善状況を注視し、今後とも、是正に向けて必要な

指導・助言を行うとともに、労働基準監督機関として、対象職場に対する調査

等を通じた指導に努めていく。 

さらに、任命権者に対し、長時間勤務を行った職員に対する医師の面接指導

の適正実施等による健康管理や、職員の年次有給休暇の使用促進のための配慮

などに、引き続き努めるよう求めるものである。 

 

(2)  教職員の多忙化の解消 

教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し、質の高い授業やきめ細かな指導

を進める環境を整えることは、次代を担う子どもたちの学力の向上等にとって

重要な課題である。 

各学校においては、平成30年度末に策定した「学校における業務改革プラ

ン」に基づき、スクール・サポート・スタッフ等の配置や、校務の分類・整理

と見直しなどの取組が進められている。その結果、「子供と向き合う時間や指

導準備時間が増えていると感じる教員の割合」は前年より増加したものの依然

として60％以下であるため、業務改革プランの目標値である100％に向けて更な

る取組を推進する必要がある。 

また、本年度から、県及び市町教育委員会は、時間外勤務命令による業務以

外の学校業務を含めた勤務時間（在校等時間）に関する上限の目安時間を定め

た方針をそれぞれ施行し、教職員の在校等時間を客観的に把握できる体制の整

備が進んでいる。 
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県教育委員会には、把握した教職員の在校等時間について分析・検証を行い、

その結果に応じて、学習支援員等の外部人材を弾力的に配置するなど、各学校

への支援に取り組むことを求める。 

校長等の管理職には、教職員の在校等時間の状況に応じて、業務量の平準化

などの適切なマネジメントを行うことを求める。 

教職員には、自らの在校等時間の状況を認識した上で、業務の進め方を見直

すなど、在校等時間の縮減に努めることを求める。 

また、県教育委員会では、「学校における業務改革プラン」を一層進めるた

め、今年度から、中堅・若手教職員を中心としたワーキンググループによる業

務改善策の検討やＩＣＴを活用した教職員の新しいワークスタイルの検討等の

取組が開始されており、これらの取組の成果が早期に学校現場で活用されるこ

とを希望する。 

さらに、静岡県総合教育会議が提案する「社会総がかり」の教育に関する施

策の具体化を進めることにより、地域の多彩な人材の協力や住民の支援を得て、

教職員の多忙化の解消が図られるよう期待するものである。 

 

(3) 子育て支援及び介護支援等の充実 

子育てや介護を行う職員の仕事と家庭生活の両立支援は、職員が意欲を持っ

て仕事に取り組み、その能力を十分に発揮して職務に精励するために、重要な

課題である。 

本県においては、育児、介護のための休暇・休業制度の拡充や、勤務時間の

選択肢の拡大、サテライトオフィス、在宅勤務等によるテレワークの推進など、

仕事と家庭生活の両立を支援する多様な勤務形態の整備が進められている。 

任命権者は、本委員会が策定した「仕事と育児・介護等の両立支援制度の活

用に関する指針」を参考に、引き続き、多様な勤務形態、子育て・介護期間中

に利用できる休暇制度等の周知に努めるとともに、制度活用のための環境整備

や職場風土の形成、制度利用者に対するキャリア形成の支援などに取り組む必

要がある。 

特に、男性職員の育児休業取得率等は、両立支援のための行動計画の目標値
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に達していないことから、任命権者は、その要因に応じた実効性のある取組を

進める必要がある。 

加えて、管理職は、対象となる男性職員に対して、育児参加休暇等の周知と

利用の勧奨に努めるとともに、業務分担の見直しを行うなど制度を利用しやす

い環境整備に努める必要がある。 

また、子育て、介護や不妊治療と仕事の両立のためには、全ての職員が協力

して、支援を必要とする職員を応援し、休暇や休業の取得しやすい雰囲気づく

りを行うことが重要であり、任命権者には、研修などを通じて、職員一人ひと

りの理解の促進に一層力を入れていくことを求めるものである。 

 

２ 職員の心身の健康の保持・増進 

職員がその能力を十分に発揮し、質の高い行政を継続していくためには、職員

の心身の健康の保持・増進を図ることが必要である。 

昨今の行政課題の複雑化や高度化、多様化の進展により、職員は、ますます困

難性の高い業務に挑戦する機会が増え、かつ、その量も増加しており、心の健康

づくりやハラスメント防止対策を図ることはますます重要となっている。 

(1) 心の健康づくりの推進 

令和元年度における精神疾患による長期療養者は200人に達し、３年連続で増

加している。また、ストレスチェック制度は定着してきたものの、高ストレス

者と判定された職員の医師等との面談実施率は、１割以下と極めて低い状況が

続いている。 

このため、任命権者は、高ストレス者と判定された職員に対して、医師等と

の面談の積極的な勧奨や相談窓口の利用促進に加え、面談の実施方法を工夫す

るなど、職員の精神疾患発症の未然防止に努める必要がある。 

管理職は、ストレスチェックの集団分析により判明した組織のストレス傾向

を踏まえて、職員と一緒になって良好な職場の雰囲気づくりを推進するととも

に、精神的な不調を生じた職員の早期発見と適切な対応に努める必要がある。

加えて、療養中や療養から復帰した職員に対しては、個々の状況に応じた支援

を職場全体で行う必要がある。 
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職員は、ストレスチェックの判定結果から自らの状況を把握してセルフケア

に努めるとともに、職員同士のコミュニケーションを円滑にするなど、健全な

職場風土の醸成に努める必要がある。 

 

(2) ハラスメント防止対策の推進 

職場におけるハラスメントは、職員の尊厳を傷つけ、心身の健康に悪影響を

及ぼすだけでなく、その発言や行為を受けた職員本人はもとより周囲の職員も

不快にさせるものであり、職場の運営にも支障をもたらすものである。 

また、妊娠、出産、育児や介護に関するハラスメントは、子育て支援や介護

支援を進める上であってはならないものである。 

近年、職員からの苦情相談件数が多く、懲戒処分事例も発生しているパ

ワー・ハラスメントについては、労働施策総合推進法の改正により、本年６月

からパワー・ハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられ、各任命権者に

おいて、ハラスメント防止指針や懲戒処分の基準の改正が行われたところである。 

任命権者には、改正後のハラスメント防止指針等に基づき、管理職をはじめ

全ての職員に対して、ハラスメント防止意識の向上、相談窓口等の周知などの

徹底を図るとともに、気軽に悩みを相談できる風通しの良い職場環境づくりや、

事案の発生に適切に対応できる体制の強化に、引き続き取り組むことを求める。 

また、管理職には、ハラスメントが優越的な関係を背景として行われるもの

であることに十分留意した上で、部下の指導・育成等に当たるとともに、自ら

が範を示してハラスメントのない職場づくりに努めることを求める。 

 

３ 定年の引上げ 

少子高齢化が急速に進展する中において、質の高い行政サービスを維持してい

くためには、高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用することが不可欠である。 

現在、定年の引上げに関する地方公務員法の改正案が、国会において継続審議

とされているが、成立した場合は令和４年４月１日から施行されることになる。 

本県においても、改正法施行までの限られた期間に、関係する条例の整備など

の対応を適切に進めていく必要がある。 
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４ 能力・実績に基づく人事管理の推進 

職員個々の能力や実績等を適確に把握し、任用、給与その他の人事管理を行う

ことは、良質で効率的な行政サービスを持続するために、極めて重要である。 

これまで、人事評価の活用が遅れていた学校現場においても、昨年12月から全

ての教職員に対し、人事評価の勤勉手当への反映が開始されたところであるが、

昇給への反映については、いまだ一般の教職員に導入されていない。このため、

県教育委員会には、人事評価が人事管理の基礎として地方公務員法の趣旨に沿っ

て活用されるよう、一層の取組を求めるものである。 

各任命権者においては、職員の能力の伸長や意欲の向上につなげるため、評価

の公正や透明性の確保などについて継続的な検証を行い、その状況に応じて改善

を図っていく必要がある。 

 

５ 障害者雇用に関する取組 

障害者がその適性に応じた職業に就き、その能力を十分に発揮し、地域で自立

した職業生活を送ることができる社会を実現するためには、公務部門が率先して

障害者の就労の場の提供に取り組むことが重要である。 

本県では、本委員会が行う障害のある方を対象とした試験による採用や、任命

権者が個別に行う採用を通じて、障害者の就労の場の提供を進めてきた結果、知

事部局及び警察本部においては、令和２年６月における障害者の法定雇用率が達

成されている。 

任命権者は、障害の状況に応じて能力を発揮できる職域、職種、業務等を把

握・用意した上で、雇用を拡大する方法の検討を行い、障害者の更なる雇用拡大

に取り組む必要があり、本委員会もこの取組を支援していく。 

あわせて、任命権者には、本年度策定した障害者活躍推進計画を着実に実行す

ることにより、障害のある職員が長く定着し活躍できる職場づくりに努めること

を求める。 
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６ 公務に対する信頼の確保 

職員の不祥事事案は、公務への信頼を揺るがすものであり、各任命権者ともに

職員の不祥事の根絶に取り組んでいるものの、懲戒事案が後を絶たないことは、

誠に遺憾である。 

特に交通事犯やわいせつ行為などの事案が多く発生していることから、職員に

は、全体の奉仕者として、県民の信頼を裏切ることのないよう、職場内のみなら

ず職場を離れても静岡県職員であることの強い自覚と誇りを持ち、厳しく自らを

律することを強く求める。 

管理職は、より高い規範意識を持って自ら範を示すとともに、日頃から部下の

言動などに気を配り、適切な指導に当たる必要がある。 

各任命権者には、組織の信頼確保に向けて、個々の職員が初心に帰って守るべ

き行動規範を再認識し、服務規律を厳正に守って、静岡県職員としての責任を適

確に果たすよう徹底させるとともに、高い使命感、倫理観を兼ね備えた職員を育

む組織風土や風通しの良い職場づくりに、一層厳しく努めることを求める。 
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